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6/4 日本学連・インカレスプリントロング実行委員会ミーティング

参加者　吉澤・前中・谷野・若月・永山

議題

● インカレ参加費と予算

○ 現状例年（一昨年まで）通りに組むとインカレの会計案は赤字である（-140万）
○ ただし演出を削ればそこそこの金額には収まる

→今年も配信を行うのか/演出はどれくらい大事か
→昨年はロング財源が運営費、スプリント財源が寄付金
→前提として日学側もやりたい

○ 学連から補助（20万から40万）は出せるのか
→あるいは参加費で上乗せしたものを配信用途として使えるか
→学連側で検討

○ スポーツ補助金など

■ univasで中止時の保険ある？
○ 参加費について（昨年は学連からの依頼と実行委員会側の配慮）

→コロナ禍前の水準に戻しても大丈夫かな（若月個人の推測）
○

● 学生の状況・新歓

○ 学連登録者数や新歓状況

→参加費を決める重要なファクター
→現状400人は越えそうかな…

○ 活動できる大学がどれくらいか

→まちまち、緊急事態宣言とかで変わる

● インカレの2日間大会
○ 背景

→上の人（山ちゃんや理事）の人ができるっしょと思ってこうなった
○ 単日開催に変更する可能性はあるか/あるならいつまでに決めるのか

■ 春インカレではフローの日付は実行委員会が、条件は学連が決めていた

○ 開催形式は2日間、単日×2、中止の3つ
○ フローの日付は実行委員会で早めに決める（→7月くらいに次のmtg?）
○ 条件は学連が決める

○ 単日として予備日の日程

○ 単日の場合、スプリントとロングのどちらを動かすか学連側が早めに決める

○ 2日開催のコンセンサス

● その他

○ 他の活動できている部活の事例

○ オリエンが不利な2つのポイント（顧問がいない、サークル）
○ PCR検査?
○ コロナへのガイドライン作成
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インカレスプリントロングの会計と開催形態について 

インカレスプリントロング 2021 実行委員会 

目次 

・会計関連の話 

  予算案 

  経費削減対象 

  配信に対する補助について 

・開催形態の話 

 

会計関連について 

2021 年度予算案 

・昨年度インカレロングの同等の参加者（400 人）で予算を組むと 140 万円程度の赤字と 

なる予定 

・この試算の前提は昨年並みの参加費・併設大会なしで計算されている 

・昨年の参加費はコロナの影響を考慮し、一昨年までに比べてかなり下がっている 

 

赤字の削減方法 

現状以下のようなことを考えている 

①演出に使う経費の削減 

②運営者への手当の削減 

③地図業者への地図作成費削減 

しかし、いずれも好ましいこととは言えない 

 

演出 

演出の中でも特に配信について 

→・昨年非常に好評を得た。 

 ・昨年度ロング・スプリントの 2 回しか使えておらず、育成段階である 

 ・今年も状況が変わらなければ（現状）併設大会は開けない 

 ・学連側も可能ならやりたいと考えている。 

→配信にかかる費用は 20 万-40 万、業者に委託 

→議論は後述 

 

運営者への手当の削減 

・運営者への手当の削減は簡単ではあるが、役職者を中心に相当な時間を費やし苦労して 

いる 

・運営陣のモチベーションの低下につながる 
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秋インカレに関する議論 

2021/06/11 

幹事長 若月俊宏 

 

【議題】 

1. インカレ配信事業および参加費について 

2. ２日間開催について 

3. 日学枠について 

 

 

【概要】 

1. 演出（配信）費用の取り扱いについて 

 昨年度、コロナウイルス感染症拡大の影響を受けて開始したインカレ配信事業。

業者に委託して行った本事業は、競技界内外の多くの人に視聴され、新たなインカ

レの可能性を発掘した。 

 しかしながら、多大な費用がかかることも事実であり日本学連として実施の有無

も含めて意思決定をする必要がある。 

 

〈事前情報〉 

・インカレ会計案 例年通りの予算組ではおよそ140万円の赤字 

 ・演出配信事業費 業者への委託で20~40万円 

    昨年度はロングは運営費からスプリントは寄付金から捻出 

 

議論１：本年度も配信を行うか 

 実行委員会としては行いたい方針。競技の普及・発展という学連の目的にも沿う

事業であるため、学連としては本年度も是非行いたい。 

 ①行う ②行わない 

 

議論２：配信費用の捻出 

①運営費（参加者）で負担する 

 懸念点：主に非参加者向けのオプションを参加者で負担する構造に疑問 

②寄付金でまかなう 

 懸念点：どれだけ集まるか不透明 

③学連で負担 

 懸念点：単年で見れば捻出は可能だが継続は難しい 

 

議論３：参加費について 

 昨年度はコロナ禍の学生の金銭事情を鑑みて、学連からの依頼と実行委員会の配

慮により大幅な値下げ（-2000円）のもと開催された。今年度の学連としての方針を

決定したい。 

 ①昨年度の水準を据え置き ②例年の水準まで引き上げ 
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2. 二日間開催について 

 大学からの規制状況によっては大会への参加許可は出ても宿泊許可が出ない可能

性がある。二週にわたる単日開催の可能性を残すべきかどうか。 
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・翌年度の実行委員会の人材確保にも関わりうる 

・昨年度 ICS 報告書 p37 にも「競技の質を確保する点、ボランティア体質からの脱却を目 

指すという点で削減対象としないことを推奨する」「自らの身を削りインカレ運営を行

うことは健全ではない」と書かれている 

→削減には長期的な視点を持つ必要がある 

 

地図業者への地図作成費削減 

・地図業者への調査費削減が可能になるとしたら、それは山川さん及びその他周辺関係者 

の「善意」である 

・「善意」にずっと頼っているのは当然良いことではなく、長期的に見てどうやったら業 

者にお金を回せるか考える必要がある 

 

３つの削減対象について 

①演出に使う経費の削減 

②運営者への手当の削減 

③地図業者への調査費削減 

①については早めに決めなくてはならないのでこのあと議論したい。②③は長期的な目線

でどうするのか、学連から補助を出せるか秋（インカレ決算）までに検討していただきた

い。 

 

配信費用や参加費について 

・ここでは「お金の使用目的を配信」とした費用（20-40 万程度）について学連の補助が 

可能か議論していただきたい。 

あるいは、学連から費用を捻出してでも、配信をやりたいか 

実行委員会としては前向きに考えてはいる 

・補助以外に大会参加費を上げて上げた分の参加費を配信に使うという方法もある。合わ 

せて議論していただきたい。 

400 人で 40 万の配信費用を賄うとすれば、1000 円/人の値上げ 

 

開催形態の話 

インカレ開催形態 

・2 日間開催ということが決まって動き出していたが、可能かどうか十分吟味されないで 

動き出している 

・実行委員会としては 2 日間開催を目指しつつ、外部要因（コロナの影響）によっては単 

日開催も視野に入れるという形になるだろう 

・明確な議論がなされないまま 2 日間開催が決まっているので、一度学連でコンセンサス 
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を取ってほしい 

 

単日開催の場合 

（2 日間開催のコンセンサスが取れたと仮定して） 

・昨年度のようにフローチャートを使って 2 日開催、単日開催 2 日間、中止の選択肢の中

から決まる想定 

→判断基準を議論してほしい(選手権参加者の 2/3 参加可で開催等) 

・単日開催 2 日間になった場合、スプリントとロングの日程のいずれかを 11 月から動か

す必要がある 

→その場合どちらを動かすのが好ましいか議論してほしい 

・動かす先の日程を予備日として仮決定して確保してほしい 
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2020.3.14 幹事会資料 

作成：山川 

 

インカレスプリントのガイドライン見直しについて 

 

2013 実験大会（ミドル前日） 矢板運動公園 

2014 試行大会 福井かなづトリムパーク 

2015 1 回目 長野 富士見リゾート 

2016 2 回目 栃木 天平の丘公園 

2017 3 日目 岐阜 時（大垣市上石津町） 

2018 4 回目 長野 駒ヶ根高原 アルプスの丘 

2019 ５回目 岐阜 中津川公園 

2020.10.17 次回 栃木 まだ非公開 3.11 でギリ予備渉外成立。 

    中津川公園同様この日しか空いていないと言われその場で決断するしかなかった。 

 

インカレスプリントを 5 年続けてきて、現ガイドラインが実情にそぐわなくなっている部分等をまず説明

する 

 

１． 一般クラスの設置 規定されていないがここ 2 年（駒ヶ根、中津川）は開催している。一般クラス

設置をマストにするか、望ましいにするか、その時の環境で実施するかどうかは実行委員会判断に

するか？ スプリント会計は初期の頃絶対に赤字になり、そこを学連から補助金をつぎこむ、とし

てきたが、一般クラスがあると実は会計的には回る、その辺のさじ加減。 

２． 実はインカレロングと連続開催かも規定されておらず、インカレスプリント単独開催の目も残して

いる文章になっている。その辺をどう考えるか？ 

３． 地図調査費用が上限 25 万円としているが、ここに大きな齟齬が生じている。スプリント地図の単

価相場としてヘクタール辺り 7000 円という相場観があり、それをA4 サイズで必要面積を算定す

るとほぼそれで正しいことになる。しかしどこまでをプロの仕事の範疇とするかにおいては、地図

の 1 次調査が完成してその後の方が実は工数が大きいことが第 5 回で顕在化した。業者はその部

分で食い下がり何とか 6 万円の増額を確保したが、実際のこの部分の工数を事前に正確に見積もる

のは困難。典型的は例としてアジアユース選手権のスプリントはもっと顕著。地図ができてからの

方が工数も費用も莫大に多い。 

４． 重職者、および担当理事の兼任不可について･･･これは削除したい。また秋インカレ全体において

担当理事を置いているが殆ど機能していない現実もある。 

５． 立案時期の問題、中津川では 1 年以上前のつばつけ（状況探り？）渉外の段階でこの日しか空いて

いないと言われ、その場での即決を決断するしかなかった。次回に関しても、コロナウィルスの対

応で春インカレ渉外を想定外に大量かつ重い渉外活動で後回しにしていた（そもそも第 1 回渉外を

栃木県協会理事長単独に任せていたら不調で終えてきた）が、そろそろ本気で動かないとと思い

3.11 に時間をやりくりして行ってきた。案の定 10 月 17 日以外空いていないと言われ、その場で

即決してきた。危なかった。かように 1 年前でも手遅れの場合がある。インカレロングの実行委員

会自前立案構想と含め 1 年半以上前の動き出しが立案段階で求められる。 
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インカレ実施規則及びインカレスプリントガイドラインの見直しについて 

2021/06/11 

幹事長 若月俊宏 

 

【議題】 

1. インカレ実施規則の見直しについて 

2. インカレスプリントガイドラインの見直しについて 

 

【概要】 

1. インカレ実施規則の見直しについて 

 まず、インカレ実施規則最新版の所在が不明であった。規約更新に限らず議事録

など各種資料のHPへのアップロードとGoogleDriveを用いたバックアップを徹底する

こと。 

 

2019年度更新版 

https://drive.google.com/drive/folders/1F84_DipCzlKXvnmGjxiMn3Vm_TVy7uGN?us

p=sharing 

 

【問題点】 

 規則の中に最新の「国際オリエンテーリング地図図式（ISOM）」および「国際ス

プリントオリエンテーリング地図図式（ISSprOM）」に即していない部分がある。技

術委員会と協力して、秋インカレでの適用を目指し改正していく。 

 

【今後のスケジュール】 

 インカレの開催に際し、不適用事項がある場合は「２ヶ月前までに理事会に申し

出る必要がある」との記載がある。また、本規則の改正には総会での承認が必要と

なることから以下のようなスケジュールで改正を進めていきたい。 

 

7月中 幹事会および実行委員会・技術委員会での確認・承認 

8月中 臨時総会を開催し承認 

 

 

2. スプリントガイドラインの見直しについて 

 過去、2019年度幹事会で議論に上がって以来放置されていたインカレスプリント

ガイドラインの見直しを再開する。 

 

現行のガイドライン 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/rules/20150406-2015_ICS_guideline.p

df 

 

過去の議論（2019年度第３回幹事会） 

http://www.orienteering.com/~uofj/?blogid=1&catid=8&itemid=1576 
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山川さん資料 

https://drive.google.com/file/d/133IZZu_MUi0htxRoHrpSV15qgwqVTrBn/view?usp=

sharing 

 

 この幹事会では議論の頭出しとし、実施規則と同様のスケジュールで改正を進め

ていきたい。 
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※ 条項に(ロング), (ミドル), (スプリント), (リレー)と

ある場合，当該条項は，該当する競技部門にのみ適用

される。 

第 1章 全般的な規則 

第 1条 規則の適用 

1.1 この規則は，日本学生オリエンテーリング連盟(以

下，日本学連と略す)が主催する，日本学生オリエンテ

ーリング選手権大会(以下，インカレと略す)に適用さ

れる。 

1.2 すべての選手登録者，選手を支援する者(以下，チ

ームオフィシャル)，競技を運営する者及びその他の併

設大会参加者・観戦者・報道関係者など選手権競技者

と接する者は，この規則に従う。 

1.3 競技者ならびに主管者は，この規則の解釈にあた

っては，スポーツとしての公正さの保持を第一義とし

なければならない。 

1.4 インカレ実施規則で定められた事項を，当該イン

カレに限定して不適用とし，変更する必要がある場合，

２か月前までに理事会へ申し出なければならない。ま

た、不適用条項は技術委員会の諮問及び理事会の承認

を必要とする。不適用条項と変更内容は，要項に明記

される。 

・「2 か月前まで」→「事前に」に変更 

理由：渉外事由により一度スプリント競技の開催日・

開催地が見直しになり、準備期間が短いため直前まで

申出を行う場合がある。 

1.5 インカレ以外の大会にインカレを併設して開催し

ている場合，この規則に定める内容を不適用とする際

は，イベント・アドバイザーの同意のみを必要とし，

理事会の承認を不要とする。 

 

第 2条 競技部門と競技形態・種別 

2.1 インカレは，次の 8 つの競技部門を設ける。 

男子ロング:個人ロング・ディスタンス競技部門 

女子ロング:個人ロング・ディスタンス競技部門 

男子ミドル:個人ミドル・ディスタンス競技部門 

女子ミドル:個人ミドル・ディスタンス競技部門 

男子スプリント:個人スプリント競技部門 

女子スプリント:個人スプリント競技部門 

 

 

男子リレー:3 名のリレー競技部門 

女子リレー:3 名のリレー競技部門 

2.2 インカレは，すべて昼間競技で行う。 

2.3 単一レース競技で行う。 

・予選―決勝方式で行う。 

理由：地区学連による選考期間を設けることができな

いため 

2.4 (廃止) 

2.5 インカレは，すべてポイント競技で行う。 

2.6 男子ロング・女子ロングにおける優勝者をロン

グ・ディスタンス競技選手権者，男子ミドル・女子ミ

ドルの優勝者をミドル・ディスタンス競技選手権者，

男子スプリント・女子スプリントの優勝者をスプリン

ト競技選手権者，男子リレー・女子リレーにおける優

勝校をリレー競技選手権校とする。 

 

 

 

 

第 3条 日程 

3.1 インカレの各競技部門の開催は，年 1 回とする。 

3.2 インカレの日程と正式名称は，原則として次のと

お 

 

 

りとする｡ 

秋インカレ(8 月～12 月):ロング，スプリント 

春インカレ(1 月～ 3 月):ミドル、リレー 

3.3 インカレは，開会式，閉会式を別途行うことがで

きる。 

 

第 4条 参加規定 

4.1 選手権競技者は，以下のすべての条件を満たす｡ 

日本学生オリエンテーリング選手権実施規則 

書式を変更: フォント : (英) Century, (日) ＭＳ 明
朝, 10.5 pt
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・日本学連の加盟員であること 

・初めて日本学連に登録した年度から数えて 4 年以内 

・年齢は当該年度 3 月 31 日現在 29 歳未満 

4.2 各加盟校及び各準加盟校(以下，各校と略す)は，

選手権競技者資格を有する者からなる選手登録名簿を

申し込み時に提出する。 

(ロング) 

4.3 ロングの競技者数は，男子 60 名，女子 30 名とし，

別に定める規則によって各地区学連に配分される。但

し，別に定める規則によって，競技者数を追加するこ

とができる。ロングの競技者は，選手登録名簿に記載

された者とする。 

(ミドル) 

4.4 ミドルの競技者数は，男子 60 名，女子 30 名とし，

別に定める規則によって各地区学連に配分される。但

し，別に定める規則によって，競技者数を追加するこ

とができる。ミドルの競技者は，選手登録名簿に記載

された者とする。 

(スプリント) 

4.5 スプリントの競技者数は、男子 60 名,女子 40 名と

し、別に定める規則によって各地区学連に配分される。

但し、別に定める規則によって、競技者数を追加する

ことができる。スプリントの競技者は、選手登録名簿

に記載された者とする。 

(リレー) 

4.6 リレーの出場資格校は，日本学連の加盟校及び準

加盟校とする。各校は，男女各々1チームをリレーに出

場させることができる。リレーのチームは，選手登録

名簿に記載された者により構成される。但し，男子リ

レーに女子選手を出場させることができる。 

4.7 各校は，選手登録者とは別に，チームオフィシャ

ルを同行させることができる。各校は，チームオフィ

シャル登録名簿を申し込み時に提出する。各校に認め

られるチームオフィシャルの人数は，以下のとおりと

する。 

男子クラスの選手権への選手登録に対して，2 名 

女子クラスの選手権への選手登録に対して，2 名 

4.8 参加者は，自己の安全に対して自分で責任を負う。

参加者が負った怪我，障害，損害について主催者は一

切責任をもたない。また，参加者が第三者に与えた損

害についても参加者自身が責任を負う。 

 

第 5条 要項 

5.1 主管者は，インカレに関する必要な情報を，要項

としてすべての地区学連及び日本学連事務局へ送付あ

るいは Web サイトにて公開あるいはメールにて送付す

る。

要項 1 (6 カ月前): 

開催日，開催地，主管者の連絡先，競技責任者の氏名，

イベント・アドバイザーの氏名，立入禁止区域 

日程，テレインの概要，地図に関する情報(縮尺，等高

線間隔，走行可能度表示)，テレインの標高(コースの

15 ％ 以上が 1,200 m を超える場合のみ)，採用するパ

ンチングシステム，コース設定者の氏名，トレーニン

グ・モデルイベントに関する情報，一般クラス・併設

大会がある場合その情報，観戦者のための情報，宿

泊・輸送に関する情報，参加費，申込方法，申込締切

日，申込用紙 

気象，特殊な地図表記，コース距離・登距離，優勝設

定時間，特殊な位置説明，スタート時刻，競技のタイ

ムスケジュール，集合場所，代表者ミーティングに関

する情報，承認された実施規則の不適用条項と変更内

容，その他競技に関する留意事項 

 

第 6条 申し込み 

6.1 インカレの申し込みは，所定の用紙によって，要

項 2 に示された締切日までに行われる。但し，選手登

録名簿の変更は，大会開催の 6 週間前まで認められる。 

(ロング、ミドル、スプリント) 

6.2 各地区学連の代表者は，ロング，ミドル，スプリ

ントにおいて，競技前日の 16 時までであれば，競技者

を交替させることができる。 

コメントの追加 [1]: たぶん紙でしないので削除 
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6.3(廃止) 

(リレー) 

6.4 リレー出場校は，リレーの競技者と競技順を競技

前日の 16 時までに提出する。競技者に不慮の事故の場

合，リレー競技開始 1 時間前までであれば競技者を交

替させることができる。但し，この場合は裁定委員の

承認を必要とする。 

 

第 7条 トレーニングとモデルイベント 

7.1 事前に実際の競技で使用するものに似たテレイ

ン・地図でのトレーニングの機会が提供されることが

望ましい。 

7.2 競技の前日に，モデルイベントが提供されること

7.3 電子パンチングシステムを使用する場合，モデル

第 8条 スタート順の決定とスタートリスト 

(ロング、ミドル、スプリント) 

8.1 ロング，ミドル，スプリントのスタート抽選は，

イベント・アドバイザーの元，あるいは公開で行われ，

当該競技前日の 17 時までには発表される。 

8.2 ロング, ミドル，スプリントにおいては，スタート

順等において配慮される競技者(シード選手)を設ける

ことができる。シード選手は，競技開催 1 カ月前まで

に理事会が決定する。シード選手は、イベント・アド

バイザーの承認を必要とする。シード選手の選出数は

競技者の 1/6 程度までの人数とする。 

8.3 ロング, ミドル，スプリントは，男女それぞれ 1 人

ずつ同一の時間間隔でスタートする(タイムスタート)。

スタート間隔は，ロング, ミドルは少なくとも 2 分間は

とるものとする。スプリントは少なくとも 1 分間はと

るものとする。 

8.4 (廃止) 

8.5 (廃止) 

8.6 (廃止) 

8.7 リレーにおけるコースの組み合わせの抽選は，イ

ベント・アドバイザーの元，あるいは公開で行われる。

コースの組み合わせは，最後の競技者がスタートする

まで秘密にされる。 

8.8 リレーのスタートは，マススタートとする。 

 

第 9条 成績 

9.1 成績速報は，競技進行中順次掲示される。フィニ

ッシュ閉鎖後 1 時間以内にすべて掲示される。 

9.2 公式成績には，失格者も含めすべての競技者が記

載される。リレーの成績は，競技順・各競技者の名前

と所要時間・コースの分割方法と組み合わせも記載さ

れる。 

 

第 10 条 調査依頼と提訴 

10.1 各校競技者およびチーム・オフィシャルは，競技

者，あるいは主管者の規則に対する違反についての調

査依頼を行うことができる。調査依頼は，主管者に対

し文書で行う。成績速報に関する調査依頼は，フィニ

ッシュ閉鎖後 1 時間以内に行う。 

10.2 調査依頼に対する主管者の回答に疑義がある場合，

提訴を行うことができる。提訴は，裁定委員会に対し

文書で行う。 

 

第 11 条 表彰 

11.1 各競技部門 6 位までを表彰する。 

11.2 参考記録の者及び学校は表彰の対象とならない｡ 

 

第 12 条 報告書 

12.1 各競技終了後 3 カ月以内に，主管者は次の内容の

報告書を作成する。 

・大会実施報告 

・スタート順と公式成績 

・イベント・アドバイザーの報告 

・将来への提言 

12.2 報告書は，すべての加盟校及び準加盟校，日本学

連事務局，及び次年度の主管者に送付される。 

 

第 2章 競技に関する規則 

第 13 条 テレイン 

コメントの追加 [3]: 理事会の必要あるのか。要確認 

コメントの追加 [4]: 競技規則 
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13.1 テレインは，インカレのコース設定に適していな

ければならない。を設定するのに適している場所を選

定する。テレインの選定に際しては，環境保護に十分

留意しなければならない。 

13.2 特定の競技者が有利になることがないように，イ

ンカレ以前には出来るだけ長い期間，オリエンテーリ

ングに使用されていないものとする。テレインは、ど

の競技者も不当に優位に立つことのないよう、競技の

前に可能な限り長くオリエンテーリングに利用されな

いようにする。 

 

第 14 条 コース 

14.1 インカレのコース設定にあたっては，国際オリエ

ンテーリング連盟(IOF)の『コース設定の原則』に従う。 

14.2 コースの水準は，インカレに適格でなければなら

ない。 

14.3 コントロールを回る順番は，主管者によって指定

される。競技者はこれを守り，主管者はこれを確認す

る。 

14.4 コース上の誘導区間は，競技者は必ずこれをたど

るものとする。誘導区間の開始地点には必ずコントロ

ールを置く。 

(ミドル、ロング) 

14.5 男子コースと女子コースは，可能な限り別のコン

トロールを用いる。同時にレースが進行するのであれ

ば、女子のコースと男子のコースで別々のコントロー

ルを使用するのが望ましい。 

14.6(廃止) 

14.7 選手権以外のコースがある場合，可能な限りコン

トロールは別のものを用いる。別々のコントロールを

使用するのが望ましい。 

14.8 リレーでは，コントロールは分割され，チームご

とに別々に組み合わされる。全チームが順番は異なっ

ても，全体としては同一のコースを回る。テレインと

コースのコンセプトが許す場合，各走区の距離を変え

ることができる。全チームは，異なる距離の走区を同

じ順番で走らなければならない。リレー競技では、コ

ントロール順はチームによって別々の並びになるが、

全体としては全チームが同じコースを走る。テレイン

とコース・コンセプトによっては、各走区の距離が大

きく異なるようにしてもよいが、各走区のトップタイ

ムの合計は規定通りになるようにする。走区の距離が

大きく異なる場合、その走区ごとの距離の配列は、全

チームで同一でなければならない。 

14.9 個人競技種目においてはコントロールを各選手毎

に異なるように組み合わせることが出来る。但し，全

選手は全体としては同じコースを走らなければならな

い。個人競技において、コントロール順を競技者ごと

に異なる並びにしてもよい。しかし、すべての競技者 

は、全体としては同じコースを走るようにする。(バタ

フライ) 

14.10 主管者は，環境保護あるいはそれに類する理由

のための指示を競技者に与えることができる。競技者

は，これを厳守しなければならない。 

 

第 15 条(廃止) 

 

第 16 条(廃止) 

 

第 17 条 距離と登距離 

17.1 コースは，以下の優勝時間を想定し，設定される。 

 男子 女子 

ロング 70-80 分 55-65 分 

ミドル 35-40 分 35-40 分 

スプリント 13-15 分 13-15 分 

リレー(各競技者) 30-50 分 30-45 分 

リレー(合計) 
120-150

分 

110-135

分 

17.2 コース距離は，スタートからすべてのコントロー

ルを経由してフィニッシュまでの直線距離で示される。

但し，物理的に通過不能な障害物(高いフェンス，湖，

通れない崖等)，立ち入り禁止区域および誘導区間は，

迂回した距離で測定する。コース距離は、スタートか

らコントロールを経由してフィニッシュまでの直線距

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: 蛍光ペン

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: フォントの色 : 赤

コメントの追加 [5]: 競技規則 

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: フォント : (英) Century, (日) ＭＳ 明
朝, 10.5 pt

コメントの追加 [6]: 競技規則にあわせ 

コメントの追加 [7]: 競技規則にあわせ 

書式を変更: フォント : (英) Century, (日) ＭＳ 明
朝, 10.5 pt, フォントの色 : 赤

書式を変更: 蛍光ペン

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: フォントの色 : 赤

コメントの追加 [8]: 競技規則 

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: フォントの色 : 赤

書式を変更: フォント : (英) Century, (日) ＭＳ 明
朝, 10.5 pt

書式を変更: 蛍光ペン

書式を変更: フォントの色 : 赤
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離とする。ただし、物理的に通行不能な妨害（高いフ

ェンス、湖、通れない崖 等）、立入禁止エリア、およ

びマークト・ルートは例外とする。 

17.3 コース距離は，要項 3 で実際のコース距離が発表

される。 

17.4 登距離は最も速く走れると予想されるルートの登

距離で示される。ロングの登距離は，最も速く走れる

と予想されるルートの距離の 7 %を越えないように設

定されるのが望ましい。ミドル，リレーの登距離は，

最も速く走れると予想されるルートの距離の 6 ％を越

えないように設定されるのが望ましい。 

17.5 登距離は要項 3 で実際の登距離が発表される。 

 

第 18 条 地図 

(ロング、ミドル、リレー) 

18.1 地図は JOA の『日本オリエンテーリング地図図

式規程』に適合したものを使用する。特別な表記の使

用は，イベント・アドバイザーの同意を必要とする。

これらの変更点は，要項 3 に明記される。 

(スプリント) 

18.2 スプリントの地図は JOA の『日本スプリントオ

リエンテーリング地図図式』に適合したものを使用す

る。 

18.3 地図印刷後に生じたテレイン内の変化のうち，競

技に影響を与えるものは，地図上で修正される。 

(ロング) 

18.4 ロングに使用する縮尺は 1 万 5 千分の 1 で，等

高線間隔は 5 m とする。テレインを適切に表現するた

め，またはコース設定・競技上の制約等のため，これ

と異なる縮尺，あるいは，等高線間隔の使用は，イベ

ント・アドバイザーの同意を必要とする。 

(ミドル、リレー) 

18.5 ミドル，リレーに使用する縮尺は 1 万分の 1 で，

等高線間隔は 5 m とする。テレインを適切に表現する

ため，またはコース設定・競技上の制約等のため，こ

れと異なる縮尺，あるいは，等高線間隔の使用は，イ

ベント・アドバイザーの同意を必要とする。 

(スプリント) 

18.6 スプリントに使用する縮尺は 4 千分の１または５

千分の一で、等高線間隔は 2m または 2.5m とする。

テレインを適切に表現するため、またはコース設定・

競技場の制約等のため、これと異なる縮尺、あるいは、

等高線間隔の使用は、イベント・アドバイザーの同意

を必要とする。 

18.7 競技に影響を与える恐れがあり，かつ，地図から

は読み取れないテレイン内のコンディションについて

は，遅くとも要項 3 で発表される。 

18.8 競技用地図は，水分や損傷に耐えるように両面が

保護される。 

18.9 競技に使用するテレインに過去のオリエンテーリ

ング地図がある場合，これらの地図は，競技に先立っ

てすべての加盟校及び準加盟校に公開される。 

18.8 競技当日は，主管者の許可が出るまでは選手登録

者及びチームオフィシャルが競技区域のいかなる地図

を利用することも禁止する。 

 

18.1 地図、コース・マーキング、および追加印刷は、

『国際オリエンテーリング地図図式』または『国際ス

プリント・オリエンテーリング地図図式』に準拠して

作成、印刷する。逸脱する場合はイベントアドバイザ

ー 

の同意を必要とする。 

18.2 ロ ン グ ・ デ ィ ス タ ン ス 競 技 の 地 図 縮 尺 は 

1:15000 とする。ミドル・ディスタンス競技およびリ

レーの地図縮尺は 1:10000 とする。スプリント競技の

地図縮尺は 1:4000 とする。 

18.3 地図の間違いまたは地図を印刷した後でテレイン

に変化があり、それが競技会に影響があるのであれば、

地図に重ね刷りする。 

18.4 地図は水分や損傷に耐えうるものにする。 

12.5 もし競技エリアに以前に作られたオリエンテーリ

ング地図があれば、最新版の高解像度のコピーを要綱

で公表または提示する。 

18.6 競技当日は、主催者が許可するまで、競技者ある

いはチーム・オフィシャルが競技のエリアを記したい
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かなる地図を使用することも禁止する。 

18.7 競技用の地図は、コースを走る競技者が必要とす

る以上に大きくしてはならない。 

 

 

第 19 条 地図上でのコースの表記 

19.1 競技用地図は，以下のように表記される。 

コース設定記号の寸法は、縮尺が 1:15000 のときの

mm 単位で規定される。より大縮尺の地図の場合、記

号は比例して拡大されなければならない（1:10000 で

は 150%, 1:5000 では 300%） 

・オリエンテーリングの開始地点は，正三角形(1 辺 6 

mm)。 

・コントロールは，円(直径 5 mm)。 

・フィニッシュは，2重同心円(直径4 mmと6 mm)。 

・誘導区間は，破線。 

・ スプリントのコース設定記号の寸法は，縮尺が

1:4000 のときの mm 単位で規定される。 

・オリエンテーリングの開始地点は，正三角形（1 辺

7mm） 

・コントロールは，円（直径 6mm） 

・フィニッシュは，2 重同心円（直径 5mm と 7mm） 

・誘導区間は，破線 

理由：ISSprOM2019 に準拠する 

19.2 三角形，及び，円の中心は特徴物の正確な位置を

示す。コントロールフラッグが特徴物の周囲に設置さ

れる場合でも，特徴物を中心として印刷される。 

・スプリントにおいては、特徴物の周囲に設置される

場合はその方向に応じて中心点からずらす。 

19.3 コントロールは，回る順番を指示するために，南

を下にして正立された数字によって示される。 

19.4 誘導区間がある場所を除き，三角形と円は，直線

により，順番に結ばれる。コントロールの円とそれを

結ぶ直線は，重要な地図上の表現を見えにくくする場

合には，部分的に直線を切ったり，細く描いたりする

ことができる。 

19.5 誘導区間は，すべて地図上に示される。誘導区間

の終端から再びオリエンテーリングを開始する場合は，

地図上で破線の終端と次のコントロールが直線で結ば

れる。ただし、リレー競技におけるスタート地点から

オリエンテーリング開始地点の誘導については、地図

の判読性の都合上記載しなくてもよい。 

19.6 コース印刷においては，透明な赤紫色，あるいは

赤色を使用する。 

 

第 20 条 その他の追加表記 

20.1 立ち入り禁止の範囲は全てクロスハッチングに 

より表記する。外郭線は以下のように表記される。 

・現地でテープなどが連続して表示される場合は，実

線。 

・現地でテープなどが間隔をおいて表示される場合は，

破線。 

・現地で表示のない場合は，外郭線を記入しない。 

 

20.2 通行禁止のルート(自動車道など)は，×の連続で

表す。 

・スプリントにおいては通行禁止も 20.1 を適用し、ク

ロスハッチングにて表記する。 

理由：×連続の記号が ISSprOM2019 で廃止されてい

るため 

20.3 外向きの 2 つの括弧)(は，コースに関した重要通

過地点，経路(例:渡河地点，道の下のトンネル) 

を示すのに用いられる。 

20.4 追加表記の色は，コースと同一の色とする。 

 

第 21 条 コントロール位置説明 

21.1 コントロールの位置説明は，JOA の『コントロー

ル位置説明仕様』に従って作成する。 

・ISCD2018 を使用 

21.2 コントロール位置説明表は，地図の表面に貼付さ

れるか，印刷される。 

(ロング，ミドル，スプリント) 

21.3 コントロール位置説明表は，スタート枠にて配布

される。また、事前に配布される位置説明表の大きさ

を公表するのが望ましい。 

コメントの追加 [9]: 18.1に含まれるため削除 
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・予選ではコントロール位置説明表の配布は行わない。

決勝のみ配布する。 

21.4(廃止) 

(リレー) 

21.5 リレーで使用されるすべてのコントロール位置説

明の一覧は，リレー前日の代表者ミーティングが始ま

るまでに参加各校の代表者に配布される。但し，コン

トロールのつながりについては表示されない。 

 

21.1 コントロールの正確な場所を、コントロール位置

説明によって明示する。 

21.2 コントロール位置説明は、『国際コントロール位

置説明仕様』に定められた記号の形式で作成する。 

21.3 コントロール位置説明は、そのコースのコントロ

ール順に記載したものを、競技で使う地図の前面に貼 

付または印刷する。 

21.4 インターバル・スタートの競技では、地図とは別

にコントロール位置説明表を、そのコースの競技者に

プレ・スタートまたはスタート・レーンで配布する。

配布地点より前には公表しない。 

 

第 22 条 現地における表示 

22.1 誘導区間は，赤と白の 2 色のテープにより示され

る。 

22.2 立ち入り禁止区域の外郭が表示される場合，青と

黄の 2 色のテープにより示される。 

 

第 23 条 コントロールの設置と器具 

23.1 すべてのコントロールには，コントロールフラッ

グが設置される。 

23.2 コントロールフラッグは，3 つの正方形を三角柱

状に結合した形とする。それぞれの面は，およそ

30cm×30 cm で，対角線によって 2 分して白とオレン

ジに色分けする。 

23.3 コントロールフラッグは，地図上に示された特徴

物の場所に，競技者が特徴物にたどり着いたときに見

えるようにして設置される。 

23.4 コントロールは、30m以内(縮尺1:5,000 または

1:4000 では25m 以内)に近接して設置すべきでない。 

さらに特徴物が同じコントロールは 60m 以内(縮尺

1:5,000 または 1:4,000 では 30m 以内)に近接すべき

でない。 

コントロール（スタートのコントロール・フラッグを

含む）は 30ｍ以内に近接して設置しないようにする。

スプリントではもっと短縮してよい。地図の縮尺が 

1:4000 または 1:3000 の場合は、走行距離で 

25m、直線距離で 15m 以上離す。 

 

23.5 コントロールは，その場所に競技者がいるかいな

いかで難易度が変わらないような場所が望ましい。 

パンチしている人がいることで、付近にいる競技者が

コントロールを見つけるのを著しく有利にすること 

のないように、コントロールを設置する。 

23.6 すべてのコントロールは，数字によるコントロー

ル識別番号で区別される。コントロール識別番号は白

地に黒で書かれ，競技者がはっきり読めるように示さ

れる。 

23.7 コントロールの器具は，コース上のすべてのコン

トロールで同一のものを使用する。充分な数のパンチ

もしくはユニットをコントロールフラッグのすぐ近く

に設置する。 

23.8 コントロールには、コントロール役員を置くこと

ができる。コントロール役員は競技者を妨げてはなら

ず，タイム・順位・その他の情報を与えてはならない。

さらにコントロール役員は，静粛に，目立たない服を

着用して，競技者がコントロールに接近するのを手助

けしてはならない。これらの規則は，ラジオやテレビ

コントロール役員，給水コントロール役員，報道関係

者にも適用される。但し，演出の都合で情報の提供が

行われる場合はイベント・アドバイザーの了承を得て

実施することが出来る。 

23.9 優勝設定時間が 45 分を超える競技は，給水所を

設ける。給水所には，飲料水が用意される。給水所で

は、少なくとも適温の飲用水を提供する。 

 

第 24 条 パンチングシステム 
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24.1 使用するパンチングシステムは，主管者の判断に

ゆだねられる。 

24.2 (廃止) 競技者は、各コントロールにおいて、提

供されているパンチ器具を使って、自分自身のカード

にパンチすることに責任を持つ。1 つの機器が故障し

ている、あるいは故障しているように見える場合は、

競技者は用意されているバックアップを使用しなけれ

ばならず、パンチの記録がなければ失格となる。 

24.3 (廃止) 

24.4 コントロール通過証明がされていない，あるいは

判別できない場合，(ユニットの不調など競技者の過失

でなくても)この競技者は失格となる。但し，バックア

ップにより通過が証明された場合は，失格とならない。

コントロール・パンチが欠落しているか不明瞭なもの

がある競技者は、パンチのミスが競技者の過失ではな

いことが立証できなければ、失格となる。競技者の過

失でなければ、コントロールの係員またはカメラによ

る確認や、コントロール（パンチ器具）の記録を読み

取ってくることで通過証明としてもよい。競技者の過

失であればそのような証拠は認められず、競技者を失

格としなければならない。 

24.5 電子パンチを用いる場合には，バックアップシス

テムを用いなければならない。 

 

第 25 条 スタート 

(ロング, ミドル, スプリント) 

25.1 ロング，ミドル,スプリントはプレスタート方式

とすることができる。この場合，競技者がスタートへ

ゆっくり走っていって間に合うようにプレスタートを

設定する。 

(ロング, ミドル, スプリント) 

25.2 競技者はスタートと同時に自分で地図を取る。 

(リレー) 

25.3 リレーでは，第 1 競技者はスタートと同時に，以

降の競技者はスタート後の地図の支給地点で，自分で

地図を取る。 

25.4 正しい地図を取るのは，競技者の責任である。主

管者は，競技者が他の競技者によって妨げられること

なく地図を取れるように配慮し，競技者が間違った地

図を取らないように充分注意する。 

25.5 すべての競技者は，最低 20 分のウォーミングア

ップをする時間を取れる。スタート前の競技者とチー

ムオフィシャル以外は，ウォーミングアップエリアに

入れない。ウォーミングアップエリアは，スタートの

できる限り近くに設定する。 

25.6 オリエンテーリングの開始地点は，地図上で三角

のスタート記号で示される。現地にはコントロールフ

ラッグを置く。 

25.7 オリエンテーリングの開始地点は，地図面あるい

は先行する競技者のルート選択が，スタート前の競技

者その他に見えないような場所に設定される。必要に

応じて，スタートからオリエンテーリングの開始地点

までを誘導区間とすることができる。 

25.8 競技者が自己の責によりスタートに遅刻した場合，

到着次第すぐにスタートすることができる。この場合，

正規のスタート時刻にスタートしたものとして計時さ

れる。主管者は，正規にスタートする競技者に影響を

与えないように，いつスタートさせるかを決めること

が出来る。 

25.9 主管者の責により競技者が遅刻した場合，競技者

は，新しいスタート時刻を与えられる。 

(リレー) 

25.10 リレーでは，次競技者は引継を受ける 3 分以上

前に，前競技者が近づいたことを告知される。但し，

主管者は告知に問題があっても責任を負わない。 

(リレー) 

25.11 リレーにおいて，次競技者への引継は，指定さ

れた区域(チェンジオーバーエリア)で，両競技者の接

触により行う。 

(リレー) 

25.12 リレーにおいて，運営を円滑に行うために，未

出走の競技者をマススタートで出走させることができ

る(リスタート)。 

 

19.1 個人競技は、インターバル・スタートで行う。リ
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レー競技は、マス・スタートで行う。 

19.3 計時を開始するスタートより手前にプレスタート

を置く方式を採用してもよい。プレスタートの先へは、

スタートする競技者しか入ることはできない。 

19.4 競技者が正しくスタートレーンに入れるように、

スタート地区には時計を設置する。スタート地点にも

競技者が現在時刻を確認できるように時計を置くこと

が望ましい。 

19.5 スタートは、後続の競技者や他の者が、地図、コ

ース、ルート選択あるいは最初のコントロールへの方

向を見ることができないように設営する。必要に応じ

て、計時を開始するスタートからオリエンテーリング

を開始する地点までマークト・ルートにする。 

19.6 競技者はスタート時刻と同時またはそれ以降に地

図を取る。競技者は自分自身の責任で正しい地図を取

る。競技者が、スタート前に地図が正しいことを確認

できるような情報（競技者のスタート番号、名前また

はコース等）を、地図の裏面またはその近くに表示す

る。競技者に地図をあらかじめ配布する方式をとる場

合は、競技者はスタート時刻と同時またはそれ以降に、

スタートラインからスタートする。スタート時刻まで

地図を見てはいけない。 

19.7 オリエンテーリングを開始する地点は、地図上で

はスタートの三角形で記し、現地にはパンチ器具のな

いコントロール・フラッグを設置する。 

19.8 スタート時刻に遅れた競技者も、スタートするこ

とを許される。スタート時刻に遅れた競技者はスター

ト係員の指示にしたがって、可能な限り速やかにスタ

ートする。正規のスタート時刻にスタートする競技者

に対して影響がないように留意する。スタート係員は、

実際にスタートした時刻を記録しておく。 

19.9 自分自身の過失によりスタート時刻に遅れた競技

者は、正規のスタート時刻にスタートしたものとして

計時する。主催者の過失によりスタート時刻に遅れた

競技者は、実際のスタート時刻から計時する。 

19.10 リレー競技におけるチェンジオーバーは、各リ

レー・チームのメンバー同士がタッチすることで行う。

フィニッシュする前走者が次走者の地図を取り、それ

を受け渡すという方法で行ってもよい。 

19.11 リレーで正しくかつ適時にチェンジオーバーを

することは、主催者がフィニッシュして来るチームを

あらかじめ通知することになっているとしても、競技

者自身の責任である。 

19.12 イベントアドバイザーが同意すれば、主催者は

チェンジオーバーできなかったリレー・チームの以降

の走区の競技者をマス・スタートさせてもよい。 

19.13 リレー・チームは、いったん失格を承諾したら、

そのチームのそれ以降のメンバーはスタートできない。 

19.14 チェンジオーバー地区では、チームの次走者は、

チームの前走者がフィニッシュに近づいていることが

把握できるようにする。 

19.15 主催者は、スタート前の選手がコースについて

の情報を得ることを防ぐために隔離ゾーンを設けても

よい。主催者は、選手およびチーム・オフィシャルが

隔離ゾーンの中にいなければならない時間を定める。

主催者は、隔離ゾーンで待つ選手のための適切な便宜

（トイレ・給水・雨除け等）を提供することが望まし

い。締切時刻を設けて、それ以降に選手またはチー

ム・オフィシャルが隔離ゾーンに入ることを禁止して

もよい。競技者およびチーム・オフィシャルが隔離ゾ

ーンで通信機器を使うことは許されない。 

 

第 26 条 フィニッシュ 

26.1 計時線は，フィニッシュへの走路に対して直角と

する。 

26.2 計時線は，競技者が遠くから識別できるようにな

っていなければならない。 

26.3 計時線を通過した競技者は，通過証明が記録され

たものをフィニッシュ役員に手渡す。リレーでは，地

図とコントロール位置説明表も手渡す。 

26.4 フィニッシュ閉鎖時刻は，事前に発表される。 

26.5 フィニッシュ地点には，救護所を置く。 

 

第 27 条 計時と順位 
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27.1 フィニッシュ時刻は，計時線のところで計られる。

その時刻は，競技者の胸が計時線を横切った時刻，あ

るいは競技者が計時線上でパンチした時刻とする。計

時は秒単位まで行う。秒未満については切り捨てる。

タイムは，時・分・秒，あるいは，分・秒のどちらか

で表示される。 

27.2 コントロールを抜かした場合(あるいは，間違っ

たコントロールをチェックした場合)，また，指定され

た以外の順番でコントロールを回ったことが判明した

場合には，競技者は失格となる。 

(ロング, ミドル, スプリント) 

27.3 2 人以上の競技者が同タイムの場合，これらの競

技者は同順位となる。成績表・報告書の中で彼らは同

順位となるが，スタート順に並べられる。また，この

場合次の順位は空位とする。 

(リレー) 

27.4 リレーでは，チームの全競技者の合計タイムがそ

のチームの成績となる。チームの順位は，最終競技者

のフィニッシュした順番により決定される。着順判定

員が順位判定を下す。同着はない。 

27.5 リスタートをしたチームは参考記録とする。 

27.6 競技時間は，ロングでは 2 時間 30 分まで，ミド

ルでは 1 時間 40 分まで，スプリントでは 40 分までと

する｡この時間を超えた競技者は失格とする。リレーで

は 5 時間までとする。 

 

第 26 条 フィニッシュおよび計時 

20.1 競技者がフィニッシュ・ラインを越えたときに競

技は終了する。 

20.2 フィニッシュまでは、テープ、ロープあるいは柵

によって誘導する。最後の 20ｍは直線とする。 

20.3 フィニッシュ・ラインの幅は、インターバル・ス

タートの場合は少なくとも 1.5m 以上、マス・スター

トまたはチェイシング・スタートの場合は少なくとも

幅 3ｍ以上にする。ラインは入ってくる方向に対して

直角にする。フィニッシュ・ラインの正確な位置が、

フィニッシュしてくる競技者にとって明瞭に見えるよ

うにする。 

20.4 競技者はフィニッシュ・ラインを越えた、または

チェンジオーバーを終了したときに、コントロール・

カードまたは通過記録を提出する。主催者からの要求

があれば、競技地図も提出する。 

20.5 フィニッシュ・タイムは、以下のいずれかの時間

で計時する。 

・ 競技者の胸がフィニッシュ・ラインを横切ったとき 

・ 競技者がフィニッシュ・ラインでパンチしたとき 

・ 計時用の光ビームが使われている場合は、地上 0.5

～1.25m 上に設置されたビームを競技者が横切ったと

き 

タイムは秒以下を切り捨てとする。タイムは時間／分

／秒または分／秒で表示する。 

20.9 マス・スタートまたはチェイシング・スタートの

競技では、着順判定の係員が、選手の胸がフィニッシ

ュラインを通過した順番に基づいて最終順位を判定す

る。裁定委員のメンバーのうち 1 人はフィニッシュ・

ラインにいることが望ましい。 

20.10 フィニッシュ地区には救護所を設置し、必要な

備品を用意しておく。救護担当のスタッフが常駐して

いることが望ましい。『ナヴィゲーションスポーツの

ための安全ガイド』を参照すること。 

20.11 競技時間は，ロングでは 2 時間 30 分まで，ミド

ルでは 1 時間 40 分まで，スプリントでは 40 分までと

する｡この時間を超えた競技者は失格とする。リレーで

は 5 時間までとする。 

 

第 27 条 成績 

21.1 競技の間は、暫定的な成績を、フィニッシュ地区

または参加者が集まる場所において公表、掲示する。 

21.2 公式の成績は、最後にスタートした者の競技可能

時刻が経過した後、4 時間以内に公表する。 

21.4 公式成績表には、参加した競技者すべての記録を

記載する。リレーでは、オーダー順に競技者の名前と

その走区でのタイム、および各自の走ったコース・パ

ターンを記載する。 

21.5 インターバル・スタートで 2 人以上の競技者が同

タイムとなった場合は、成績表では同順位とする。同
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順位に続く順位は、空位とする。 

21.6 マス・スタートまたはチェイシング・スタートで

は、競技者がフィニッシュした順に順位が決まる。リ

レーではチームの最終走者がフィニッシュした順にな

る。 

21.7 リレーで繰り上げスタートになった場合、繰り上

げスタートになったチームの順位はチームの各競技者

の時間の合計で決める。繰り上げスタートになったチ

ームの順位は、チェンジオーバーできて正規の方法で

フィニッシュしたチームより後になる。 

21.8 制限時間を超過した競技者およびチームには順位

がつかない。 

21.9 結果は競技会の当日中にインターネットで公表す

る。 

21.10 成績は、競技者がスタートしてからフィニッシ

ュするまでのタイムによって決めなければならない。

（交通量の多い道路を含む短い区間など）事前に決め

られた場合を除いて、スプリットタイムを基にして一

部のレッグを除いて計算することは許されない。 

 

第 28 条 服装と用具 

28.1 主管者が定めない限り，服装の選択は自由である。 

28.2 ナンバーカードは，競技中常にはっきり見えるよ

うにして，胸と背中に着用する。ただし，ミドル，ス

プリントに関しては少なくとも胸に着用すればよい。

ナンバーカードの大きさは，25×25 cm を超えないも

のとする。数字は，最低でも 10 cm 以上の高さが必要

である。 

28.3 競技中は，コンパス，時計と，主管者から支給さ

れた地図，コントロールカード，コントロール位置説

明表のみ使用してよい。その他のオリエンテーリング

の技術的な補助器具の使用は禁止する。 

 

第 29 条 競技上の公正 

29.1 インカレに関与するすべての者は，公正と正直を

旨に行動しなければならない。スポーツ精神と友情を

忘れてはならない。競技者は，他の競技者，役員，報

道関係者，観客，テレインや大会区域に居住する人た

ちを尊重しなければならない。 

29.2 主管者は，イベント・アドバイザーの同意を得て，

前もって競技を行うテレインの位置を公表するととも

に，立入禁止区域を設定することができる。テレイン

の位置を公表しない場合，すべての役員は，大会区域

とテレインを厳重に秘密にしておかなくてはならない。 

29.3 選手登録者及びチームオフィシャルは，競技を行

うテレインにあらかじめ立ち入ることは禁止される。

主管者により発表された事項以上のコースに関する情

報を得ようとすることは，禁止される。 

29.4 競技中は，以下の行為を禁止する。 

・外部からの助力を得ること 

・共同で走り，方向決定を行うこと 

・故意に他の競技者を追走し，その競技者の能力を利

用しようとすること 

・他の者から情報を得ようとすること 

29.5 競技者は，一度計時線を越えたら，主管者の許可

なく競技区域に入ってはいけない。 

29.6 棄権した競技者は，フィニッシュを必ず通過しな

ければならない。また，この者は，決して競技に影響

を及ぼしてはならない。 

29.7 あらゆる種類の移動手段の利用は，禁止される。 

29.8 参加者及び主管者は，競技を妨害してはならない｡ 

29.9 インカレ実施規則を犯したことが判明した競技者

は，失格となる。 

29.10 主管者は競技の公平性を尊重する立場から，参

加者に対し，必要に応じてドーピング検査を実施する

ことができる。なお実施条件を 29.11 に設ける。 

29.11 インカレにおいて主管者が参加者に対しドーピ

ング検査を実施する場合，要項2 (4 ヶ月前)でドーピン

グ検査実施の可能性を示し，要項3 (2 週間前)でドーピ

ング検査の有無を決定付けるものとする。 

 

第 3章 運営に関する規則 

第 30 条 インカレ実行委員会 

30.1 インカレは，インカレ実行委員会が主管する。 
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30.2 インカレ実行委員会は，当該インカレの 1 年前ま

でに理事会の承認のもとで組織される。 

第 31 条 秘密保持 

31.1 主管者，イベント・アドバイザー及びその補佐，

その他テレインやコースを知る者は競技上の公正さを

保つための秘密を保持する義務を負う。 

 

第 32 条 経費 

32.1 インカレ運営に関する経費は，主催者が支出する。 

32.2 主催者は，参加者から参加費を徴収することがで

きる。 

 

第 33 条 裁定委員会 

33.1 裁定委員会は，異なる出身校の 3 名で構成される。

裁定委員は，理事会が指名し，競技の前日までに全員

の氏名が公表される。裁定委員は，大会組織に関与し

てはならない。 

33.2 裁定委員会の審議には，イベント・アドバイザー

と主管者の代表は参考人として出席することができる。 

33.3 裁定委員会は，大会中に起きた規則あるいはその

他の問題に対する提訴に裁定を下す。裁定委員会の審

議は，3人全員の出席をもって成立する。任務を遂行で

きない裁定委員があったときには，理事会は代理を指

名しなければならない。 

33.4 裁定委員会の判断は最終的なものである。 

 

第 34 条 イベント・アドバイザー 

34.1 イベント・アドバイザーは，日本学連を公式に代

表し，主管者に対して派遣される。 

34.2 イベント・アドバイザーは，技術委員会の助言の

もとに，技術委員会の委員の中から理事会が指名する。

指名は，当該インカレの 1 年前までに行われる。 

34.3 イベント・アドバイザーの主な任務は，インカレ

実施規則が遵守されていることを確認することである。

また，必要のある事項については技術委員会との協議

を行う。 

34.4 イベント・アドバイザーは，インカレが適正に行

われるように，少なくとも以下の任務を遂行する。 

・要項の内容を確認すること 

・会場，テレインの適格性を確認すること 

・スケジュール全体(宿泊，食事，輸送，日程，費用，

トレーニングの機会)を確認すること 

・スタート，フィニッシュ，チェンジオーバーエリア

のシステムとレイアウトを確認すること 

・計時システムの信頼性と正確性を判断すること 

・地図が規定に合致しているか確認すること 

・地図の正確さ，作図・印刷の妥当性を確認すること 

・コースの適格性(距離，競技時間，難易度，コントロ

ール位置と設置状態，偶然性の排除など)を確認する

こと 

・リレーにおいては，コースの分割方法と組み合わせ

が適切かどうか確認すること 

・コントロール位置説明が適切かどうか確認すること 

・式典が適切かどうか判断すること 

・競技への影響の可能性の観点から，報道関係者，観

客等に対する処遇を確認すること 

・運営組織，人事，会計及び競技運営全般を確認する

こと 

34.4 インカレ開催中，イベント・アドバイザーは，大

会会場に常駐し，以下の任務を遂行する。 

・主管者に対して助言を与えること 

・裁定委員会の提訴に関わる審議を補佐すること 

34.5 イベント・アドバイザーは，以上の他に自分の裁

量で，インカレの準備と実行に関係ある活動を確認す

る。 

34.6 イベント・アドバイザーは，必要に応じて任務を

補佐する者を指名することができる。イベント・アド

バイザー補佐は，特に，地図作成，コース，イベント，

運営組織，人事，会計，スポンサー，メディア等のう

ち，イベント・アドバイザーが必要と考える分野にお

いて，任務を補う。 

34.7 (廃止) 
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第 35 条 報告 

35.1 主管者は，当該インカレ開催後 2 週間以内にイベ

ント・アドバイザーに以下のものを送付する。 

・公式成績 

・各競技部門のコース図および全コントロール図 

・その他必要と思われる資料 

35.2 イベント・アドバイザーは，当該インカレ開催後

3カ月以内に幹事会，理事会及び技術委員会にその活動

の報告を送付する。 

35.3 主管者は，すべての要項とプログラム，大会報告

書を日本学連事務局に送付する。日本学連事務局は，

これらを資料として保存する。 

 

第 36 条 メディア・サービス 

36.1 主催者および主管者は，メディア取材者に対して，

報道するに好都合な機会を提供することが望ましい。 

36.2 主管者は，競技の公平さを損ねない限りにおいて，

メディアの報道のために最大限の努力をすることが望

ましい。 

 

第 37 条 改正 

37.1 本規則の改正は総会の議決による。 

 

第 38 条 施行 

38.1 本規則は 2004 年 4 月 1 日より施行する。 

38.2 本規則は 2004 年 11 月 8 日より改正施行する。 

 

2003 年 11 月 15 日 制定 

2004 年 11 月 06 日 改正 

2005 年 11 月 07 日 改正 

2007 年 04 月 01 日 改正 

2008 年 03 月 10 日 改正 

2009 年 11 月 22 日 改正 

2015 年 3 月 9 日 改正 

2016 年 3 月 14 日 改正 

 2019 年 11 月 9 日 改正 
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2019 年 11 月 9 日 改正 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

書式変更: インデント : 左 :  0 mm, 右 :  12 mm

書式変更: 右 :  26.8 mm, 行間 :  倍数 1.17 li
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日本学生オリエンテーリング選手権ロング・ディスタンス競技 

競技者数及びその配分に関する規則 

第１条 目的 

1.1 この規則は，日本学生オリエンテーリ

ング選手権（以下，インカレと略す）実施規

則第４条第３項に基づき，個人ロング・ディ

スタンス競技（以下，ロングと略す）の競技

者数及びその配分の方法を定めるものであ

る。 

 

第２条 競技者数と配分の対象 

2.1 競技者数は，男子 60 名，女子 30 名と

し，これを第３条及び第４条の方法により，

各地区学連に配分する（地区学連枠）。 

2.2 前年度ロング 6 位までの者で，インカ

レ実施規則第４条第１項の参加規定を満た

す者は，前項の競技者数とは別に出場資格

を得る（前年度個人実績枠）。 

 

第３条 競技者数配分方法（男子） 

3.1 学連枠 

12 名を各地区学連に２名ずつ配分する。 

3.2 前年度実績枠 

48 名を前年度男子ロングの実績を基に，

以下の式により各地区学連に配分する。 

地区学連の前年度実績枠の人数 ＝ 

（当該地区学連前年度 30 位以内の人数） 

／（前年度 30 位以内の総人数）×48  

但し，小数点以下は原則として切り捨て，

48 名に欠ける人数分については，小数点以

下の 数値の大きい地区学連から順に配分

する。 

3.3 最大数 

3.1 と 3.2 に定める各地区学連への配分数

の最 

大値は 6 月 30 日時点での各地区学連の加

盟登 

録者数とする。 

 

第４条 競技者数配分方法（女子） 

4.1 学連枠 

6 名を各地区学連に１名ずつ配分する。 

4.2 前年度実績枠 

34 名を前年度女子ロングの実績を基に，

以下の式により各地区学連に配分する。 

地区学連の前年度実績枠の人数 ＝ 

（当該地区学連前年度 15 位以内の人数） 

／（前年度 15 位以内の総人数）×24  

但し，小数点以下は原則として切り捨て，

24 名に欠ける人数分については，小数点以

下の数値の大きい地区学連から順に配分す

る。 

4.3 最大数 

4.1 と 4.2 に定める各地区学連への配分数

の最 

大値は 6 月 30 日時点での各地区学連の加

盟登 

録者数とする。 

 

第５条 地区学連内での選出方法 

5.1 各地区学連内での競技者の選出方沵は，

各地区学連の任意とする。 

5.2 第２条第２項による競技者は，前項に

よる選出方法によらず出場資格を得る。 

5.3 各地区学連は，申込みの時点で欠員が

ある場合，主管者にそのクラスと人数を報

告する。 

 

第６条 欠員補充 

6.1 第３条及び第４条のそれぞれ第１項及 コメントの追加 [yt1]: 削除 

コメントの追加 [yt2]: 6.1 へ 
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び第２項 

での競技者数が第３項に定める最大数を超

えた場合、他の地区学連への再配分を実施

する。再配分は第３条及び第４条のそれぞ

れ第２項にて計算した小数点以下順位の次

点から順に割り当て、技術委員会が発表す

るものとする。各地区学連は，申込みの時点

で欠員がある場合，主管者にそのクラスと

人数を報告する 

6.2 第２条第２項による競技者が，選手登

録名簿に記載されない場合，もしくは欠場

の報告を受けた場合，その分は欠員とする。 

 

第７条 発表 

7.1 技術委員会は，前年度ロング終了後速

やかに次年度の各地区学連競技者数を計算

し，その結果を前年度ロング終了後４週間

以内にすべての地区学連及び日本学連事務

局へ通知しなくてはならない。 

7.2 日本学連事務局は各地区学連の加盟登

録者数を 6 月 30 日から２週間以内に技術

委員会に報告し，技術委員会は受け取って

から２週間以内に第６条第１項の欠員補充

結果を通知しなくてはならない。 

 

第８条 改正 

8.1 本規則の改正は総会の議決による。 

第９条 施行 

9.1 本規則は，2005 年４月１日より施行す

る。 

2003 年 11 月 15 日制定 

2011 年 6 月 5 日改定 

2016 年 3 月 14 日改 
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インカレ枠振り計算方法の決定 

 

1. インカレスプリント  

配分における規約 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/rules/20150406-2015_ICS_w.pdf 

 

配分の基準となるインカレの候補 

① ICS2019 

利点 コロナ禍以前の大会なので，全体の参加者のバランスがいい 

欠点 2 年前のインカレ 

② ICS2020 

利点 1 年前のインカレ 

欠点 地区セレの結果をもとにしていない選手権で，関東以外の出場者数がかなり少

ない 

個人的意見 

ICS2020 は色々例外的なことが多かったので，2019 を配分の基準とした方が良いと考えま

す 

 

2. インカレロング 

配分における規約 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/rules/20160615-ICL.pdf 

 

配分の基準となるインカレの候補 

① ICL2020 

② ICL2019 

個人的意見 

ICL2020 はほとんどの大学が参加できたので，基本的には ICL2020 に基づいて配分すれば

いいと考えます 

 

3. インカレミドル 

配分における規約 

http://www.orienteering.com/~uofj/media/rules/20160615-ICM.pdf 

配分の基準となるインカレの候補 

③ ICM2018 

利点 ミドルのインカレなので，ミドルを基準にするべき 

欠点 3 年前のインカレ 
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④ ICL2020 

利点 1 年前のインカレ 

欠点 ミドルのインカレなので，ミドルを基準にするべき 

個人的意見 

ミドル競技の配分の基準にはミドル競技を使うべきだと思うので，ICM2018 を配分の基準

とする方が良いと考えます 
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